
補助金一覧(令和８年度予算) 一般会計

（単位：円）

都島区役所
まちづくり推進課

地域活動協議会補助金 桜宮地域活動協議会等 25,352,000 25,352,000

校区等地域を範囲として、特定分野の活動団体の活
動対象とならない活動分野を補完しながら地域経営
を行う準行政的機能を有する地域活動協議会の活動
及び運営経費の一部を補助する

(1)地域活動協議会が実施する公益性のある活動に対
する補助
(具体的な活動内容については同協議会の選択に委ね
る)
補助率:活動経費活動費補助金の交付額は、交付の対
象とする経費の額以内の額とする。
(2)地域活動協議会の運営(事務局の人件費や物件費)
への補助
補助限度額:(1)の額の25％の額
ただし50万円に満たない場合は50万円(活動費補助金
の交付額が100万円未満である場合は、活動費補助金
の交付額の50％に相当する額)
ただし、天災地変その他補助金等の交付の決定後生
じたやむを得ない事情により、活動の全部又は一部
を実施できないと区長が認める場合は、上記の定め
によらず地域活動協議会の運営の維持に必要かつ最
小限の経費に限りこれを認めることができる。
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25,352,000 25,352,000

・性質別分類…１：団体運営費補助、２：施設運営費補助、３：施設整備事業に対する補助、４：借入額の利子等償還に対する補助、５イベント、大会等に対する補助、６：その他事業費補助、７：その他（個人に対する補助など）

・細節…２：補助金、16：児童生徒就学費補助金、17：奨学費補助金、18：信用保証協会補助金、23：利子補給金
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